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R1 R2 R3 R4 R5

福島県（むし歯有病率） 16.40 16.86 15.21 12.59 11.84

全国（むし歯有病率） 11.90 11.81 10.20 8.64 7.75

福島県（一人平均むし歯数） 0.60 0.59 0.52 0.43 0.42

全国（一人平均むし歯数） 0.40 0.39 0.33 0.28 0.24
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  おいしく食事をしたり、会話を楽しむためには、健康な歯や口を保つことが欠かせませ

ん。また、自分の歯でよく噛むことは、認知症や寝たきりの予防にもつながります。 

  そこで、福島県では、いつまでも自分の歯でおいしく食べ、充実した生活を送れるよ

う、「８０２０運動（８０歳で２０本の歯を保つ）」を推進しています。 

 

  歯を失う理由は図１のとおりです。破折とは、歯

が割れたり折れたり、ひびが入った状態を指します。

むし歯により歯の神経を抜く治療をすると、健康な

歯と比較して弱く折れやすくなってしまいます。 

破折の原因を「むし歯由来」とみなすと、約半数

がむし歯が原因で歯を失っています。 

 

本県においては、むし歯は減少傾向にあります

が、全国と比較すると多い状況です。（表１～２） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

全国順位 

（むし歯有病率） 
44位 41位 41位 36位 41位 41位 38位 42位 

全国順位 

（一人平均むし歯数） 
45位 45位 43位 41位 41位 40位 40位 45位 

出典：地域保健・健康増進事業報告 

 

（％） （本） 

むし歯

29%

破折

18%

歯周病

37%

矯正

2%

埋伏歯

5%

その他

8%

不明

1%

表１ 

 １ 福島県のむし歯の現状 

出典：第 2 回 永久歯の抜歯原因調査報告書

（財団法人８０２０推進財団 Ｈ３０年） 

 

図１ 歯を失う理由 

第 １
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R1 R2 R3 R4 R5 R6

福島県（むし歯有病者率） 39.6 38.2 32.9 36 36.4 33.1

全国（むし歯有病者率） 31.76 29.44 28.33 25.76 26.6 25.11

福島県（一人平均むし歯数） 1.0 1.0 0.7 0.9 0.9 0.7

全国（一人平均むし歯数） 0.7 0.68 0.63 0.56 0.55 0.53
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年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5  R6  

全国順位 

（むし歯有病率） 
42位 43位 35位 38位 44位 30位 44位 45位 41位 

全国順位 

（一人平均むし歯数） 
38位 34位 27位 38位 42位 25位 43位 45位 35位 

 

 

 

 

 

 

  歯の表面では、むし歯の原因菌が砂糖を分解して作った酸により、歯を構成している

カルシウムやリンなどのミネラル成分が溶け出す「脱灰」と、溶け出したミネラルを再

沈着させる「再石灰化」が繰り返し生じています。 

  この脱灰と再石灰化のバランスが崩れ、脱灰が優勢になるとむし歯になりますが、こ

のときフッ化物が存在すると、再石灰化が促進されます。（図２） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校保健統計調査 

※文部科学省から指定された学校を対象とした抽出調査 

（％） （本） 
表２ 

図２ 

 ２ むし歯のできかた 

 

脱灰 

 

再石灰化 

 

脱灰 

 

再石灰化 
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 むし歯の原因は、細菌、甘い飲食物、歯の質の３つです。この３つの要素が重なり、時

間が経過することでむし歯になります。これらの要素に対し、バランスよく取り組み、脱

灰よりも再石灰化を優位に保つことが重要です。（図３） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

甘味を適正摂取し、プラーク（歯垢）を除去できればむし歯予防ができますが、甘味制

限は個人の努力に委ねられ、また、奥歯の溝や歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届かず、歯

みがきでプラーク（歯垢）を１００％除去することは困難です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歯の質】 
 

＜予防法＞ 

シーラント（歯の溝埋め） 

フッ化物配合歯磨剤 

フッ化物洗口 

フッ化物歯面塗布 

水道水フッ化物濃度適正化 

※水道水中のフッ化物濃度をむし歯

予防に適した濃度に調整する 

【細菌】 
 

＜予防法＞ 

プラークの除去 

・歯みがき 

・糸ようじ 

・歯間ブラシ 

【甘い飲食物】 
 

＜予防法＞ 

甘味の適正摂取 

代用甘味料 

（キシリトール等）の利用 

図３ 

図４ 

 

歯ブラシの

毛先 

奥歯の溝 
プラーク 

（歯垢） 

 ３ むし歯の発生要因 

【時間】 
 

＜予防法＞ 

だらだら食べをしない 

間食の時間を決める 

むし歯 

プラーク 

（歯垢） 

糖分 

歯質 時間 

菌 
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 また、米国では各種むし歯予防法を表３のとおり評価しており、フッ化物応用と甘味制

限は「勧告する確かな根拠がある」とされるＡランクと評価されるのに対し、個人的な歯

科衛生（フッ化物の配合されていない歯磨剤を利用した歯みがきや糸ようじ）は「勧告す

る確かな根拠がないが他の団体から勧告される可能性がある」とされるＣランクと評価さ

れています。 

 以上のことから、むし歯予防を効率よく進めるためには、食事・間食指導と歯みがき、

フッ化物の応用を効果的に組み合わせることが重要です。 

 

 

表３  むし歯の各種予防法の評価と推奨（米国予防医学研究班 1989） 

予防方法 根拠の質 勧告の強さ 

フッ化物 

水道水フッ化物添加、フッ化物の錠剤 Ⅰ Ａ 

フッ化物配合の歯みがき剤、フッ化物洗口、

フッ化物歯面塗布 
Ⅰ Ａ 

シーラント Ⅰ Ａ 

食事コントロール 
甘味制限 Ⅱ－１ Ａ 

就寝時のほ乳瓶制限 Ⅲ Ｂ 

個人的な歯科衛生 
フッ化物の配合されていない歯磨剤による

歯みがきや糸ようじの利用 
Ⅲ Ｃ 

 

  （根拠の質） 

   Ⅰ：複数の正しくデザインされた研究から得られた証拠 

   Ⅱ－１：よくデザインされた研究から得られた証拠 

   Ⅲ：臨床的経験、記述研究、熟達した委員会の報告に基づいた意見 

  （勧告の強さ） 

   Ａ：勧告支持する確かな証拠がある 

Ｂ：勧告を支持する証拠がある 

   Ｃ：行うべきだと考えられるだけの証拠が乏しいが、他団体から勧告される可能性がある 
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  フッ素は自然環境に広く分布している元素の１つです。海水やお茶、肉や魚など食べ物

にも微量のフッ化物が含まれており、私たちの歯や骨、血液中などにもフッ化物は存在し

ます。（図５） 

  フッ化物のむし歯予防については、ＷＨＯをはじめ、日本歯科医学会や厚生労働省など、

多くの研究者や研究機関が確認をし、安全かつ有効であると結論が出ています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フッ素が水に溶けてフッ化物イオン（Ｆ－）が生ずる無機化合物をフッ化物といいます。 

フッ素樹脂等のフッ素化合物（有機化合物/PFAS）とは異なります。 

 

PFAS：有機フッ素化合物の一部である。   

歯科で使われるフッ化物は、無機フッ素化合物であり、自然界にも存在する安全

性が確立された物質で、適正使用によりむし歯予防が確認されたもの。 

海水 

１．３ｐｐｍＦ 

川水 

０．１～０．２ｐｐｍＦ 

地中 

２８０ｐｐｍＦ 

いわし 

８～１９．２ｐｐｍＦ 

貝 

１．５～ 

１．７ｐｐｍＦ 

天然塩 

２５．９ｐｐｍＦ 

砂糖 

１．７～ 

５．６ｐｐｍＦ 

海藻 

２．３～ 

１４．３ｐｐｍＦ 

大根 

０．７～ 

１．９ｐｐｍＦ 

牛肉 ２ｐｐｍＦ 

ビール 

０．８ｐｐｍＦ 
りんご 

０．２～ 

 ０．８ｐｐｍＦ 

緑茶（浸出液） 

０．１～ 

 ０．７ｐｐｍＦ 

図５ 

出典：飯塚喜一ら編 8020 運動を推進するこれからのむし歯予防 

わかりやすいフッ素の応用とひろめかた 第２版 

（１ｐｐｍＦ＝０．０００１％） 

 １ フッ素とは 

第 ２
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  フッ化物は、以下の作用によってむし歯を予防します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 フッ化物応用の方法は全身応用、局所応用があります。 

 

  １ 全身応用                             

    経口的に摂取されたフッ化物が消化管から吸収され、歯が形成される際、エナメル

質にフッ化物が取り込まれる方法です。海外では広く取り入れられていますが、日本

では普及していません。 

    ①水道水フロリデーション（水道水のフッ化物濃度の適正化） 

     ※水道水中のフッ化物濃度をむし歯予防に最適な濃度に調整する 

    ②食塩、ミルク等食品へのフッ化物添加 

    ③フッ化物錠剤、液剤の内服 

 

 ２ フッ化物応用によるむし歯予防の作用機序 

 ３ フッ化物応用によるむし歯予防方法 
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  ２ 局所応用                            

    フッ化物を直接歯に作用させる方法です。 

    ①フッ化物配合歯磨剤 

    ②フッ化物歯面塗布 

    ③フッ化物洗口 

 

  フッ化物は特にむし歯になりやすい時期に利用することで大きな効果が期待できます。

歯が生え始めてから２～３年の間はむし歯になりやすい時期なので、歯が生えてくる１歳

頃から中学生くらいまでフッ化物を利用すると効果的です。 

  フッ化物は地域や集団の場、歯科医院、市町村保健センター、家庭など、それぞれの場

面に応じて適切に利用することが望ましいと考えられています。 

 

表４ 年齢と場面に応じたフッ化物利用 

 

 

 

 

 乳児 
保育所 

幼稚園等 

小学校 中学校 
高校 大人 

義務教育学校 

年齢 0  1  2 3  4  5 6  7  8  9  1 0  1 1 12 13 14 15 16 17 1 8～ 

地域全体       

保育所 

幼稚園 

学校 

      

歯科医院 

保健センター 
      

家庭       

 

 

 

水道水のフッ化物濃度の適正化（フロリデーション） 

フッ化物洗口 

フッ化物歯面塗布 

家庭でのフッ化物洗口 

フッ化物配合歯磨剤 

出典：飯塚喜一、境脩、堀井欣一編 これからのむし歯予防 

わかりやすいフッ素の応用とひろめかた 第３版 改編 
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  フッ化物の応用はむし歯予防に効果的ですが、すべてのむし歯を防ぐことはできませ

ん。 

  穴があいたむし歯は元には戻りません。 

また、むし歯だけでなく、歯が抜ける原因の一つでもある歯周病も予防しなければなら

ない病気ですが、むし歯も歯周病も気づかない間に進行していることがあります。 

  むし歯や歯周病の予防のため、日々の生活の中で歯みがき、生活習慣の改善、フッ化物

の応用を行うとともに、かかりつけ歯科医院等での定期健診を受け、早期発見・早期治療

をすることが大切です。 

 

歯科医院での専門的予防処置（プロフェッショナルケア）         

  奥歯の溝に対してむし歯予防効果のあるシーラント処置を受けます。 

  シーラント処置を受けることで、奥歯のむし歯予防効果が期待できます。 

    

   シーラント： 奥歯の溝からのむし歯を予防するため、むし歯になる前に溝をお薬で 

埋める予防方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 奥歯のかみ合わせ面の溝のシーラント 

 ４ 定期健診を受けましょう 

奥歯の溝をレジン

といわれるプラス

チックで物理的に

封鎖しています。 

（シーラント） 

むし歯になる前に

溝を埋めてしまう

ことで、溝からの

むし歯を予防する

ことができます。 
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また、定期健診、４歳からの

フッ化物洗口、シーラントを組

み合わせることで、高いむし歯

予防効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

平
均
む
し
歯
数
（
本
）

年生

平均むし歯数の年度別比較（弥彦小学校）

1970年：フッ化物洗口開始前

1989年：４歳よりフッ化物洗口経験

1996年：組み合わせむし歯予防プログラム７年経過後

図７ 組み合わせたむし歯予防プログラム 

図８ 

出典：小林清吾、佐久間汐子、 

葭原明弘、宮崎秀夫 

ここまできたう蝕予防の

疫学モデル 
（新潟歯学会誌 1997） 

出典：一般社団法人日本学校歯科医会 

「歯・口腔の健康診断パネル①

（ＣＯの改善例１および改善例

２の写真）」 改編 

フッ化物洗口法 

（４歳から） 
定期健診 

選択的応用 

シーラント 

全国（1993） 

むし歯になりそうな歯は、左の写真のように白く

濁った色となりますが、生活習慣の改善等により、

改善することがあります。（中央、右の写真） 

白く濁った、前歯の平らな面 

図９ むし歯になりそうな歯（白濁部分）の改善例 

 

むし歯になりそうな歯については、再石灰化による自然治癒が期待できるとされてい

ます。それには、歯科医院においてフッ化物歯面塗布を実施するなど、定期的な管理が必

要です。 

  また、歯科医院で定期的にブラッシング指導や、歯石除去等を受けることで、歯周病の

予防につながります。 
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日本で市販されている歯磨剤の約９割以上にフッ化物が配合されています。 

  日常の歯みがきに組み込むことができるので、簡単に取り組めるむし歯予防方法です。 

 

  （１）歯磨剤の形状                               

     ①半練り（ペースト）状歯磨剤 

      多く市販されている形状です。他の形状の歯磨剤と比べて研磨剤の成分が多く 

含まれているので、プラークだけでなく着色性の沈着物の除去効果もあります。 

 

     ②泡状歯磨剤 

      空気が多い泡状のため、歯ブラシの植毛部全体につけてもフッ化物の量が少な 

く、また、研磨剤が含まれていないので、吐き出しができない低年齢児に特に適

しています。 

 

     ③液体歯磨剤（スプレータイプを含む） 

      歯磨剤を歯面に直接噴霧するか、歯ブラシで延ばすように塗布します。 

研磨剤を含まないため、吐き出しができない低年齢児に特に適しています。 

 

     ④液状（ジェル状）歯磨剤 

      半練り（ペースト）状歯磨剤と同じように使いますが、研磨剤が含まれていな 

いので、吐き出しができない児にも使用できます。 

 

  （２）効果的な利用方法                       

     対象年齢 

      全年齢層で使用可能です。 

      ※ただし、吐き出しができない低年齢児には泡状やスプレータイプ、 

液状（ジェル状）のフッ化物配合歯磨剤の使用がお勧めです。 

 

 

 

 

      

 １ フッ化物配合歯磨剤の利用 

第 ３
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  （３）歯磨剤の量                          

表５ 

 出典：通知文「う蝕予防のためのフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法【普及版】について」 

2023 年 4 月 13 日 

   

  （４）うがいの回数                         

     歯の表面にフッ化物を残すため、少量（１０ml 位）の水で１回のうがいがお勧

めです。 

 

  （５）注意点                            

     歯みがき直後に飲食すると、唾液中のフッ化物が早く失われてしまいます。 

     歯みがき後１～２時間程度は飲食を避けると効果的です。 

年齢 
歯磨剤のフッ化物イオン濃度と使用量 

（写真の植毛部は概ね 2cm です） 
使用方法 

歯が生えて

から 2 歳 

900～1,000ppmF の歯磨剤を米粒

程度（1～2mm 程度） 

  

・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、1 日

2 回行う。 

・900～1,000ppmF の歯磨剤をごく少量使用す

る。歯みがきの後にティッシュなどで歯磨剤を軽

く拭き取ってもよい。 

・歯磨剤は子どもの手が届かないところに保管す

る。 

・歯みがきについて歯科医師等の指導を受ける。 

3～5 歳 900～1,000ppmF の歯磨剤をグリ

ーンピース程度（5mm 程度） 

  

・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝

前を含め 1 日 2 回行う。 

・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがい

をする場合は少量の水で 1 回のみとする。 

・子どもが歯ブラシに適切な量をつけられない場

合は保護者が歯磨剤を出す。 

6 歳～成人 

・高齢者 

1,400～1,500ppmF の歯磨剤を歯

ブラシ全体（1.5～2cm）程度 

  

・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝

前を含め 1 日 2 回行う。 

・歯みがきの後は歯磨剤を軽くはき出す。うがいを

する場合は少量の水で 1 回のみとする。 

・チタン製歯科材料（インプラントなど）が使用さ

れていても、自分の歯がある場合はフッ化物配合

歯磨剤を使用する。 
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比較的濃度の高いフッ化物溶液やジェル等を歯科医師・歯科衛生士が歯の表面に塗布す

る方法です。歯科医院や市町村保健センター等で実施されています。 

 

 

① 歯ブラシ法    ジェル状のフッ化物製剤を歯ブラシで塗布します。 

   

② 綿球・綿棒法  綿球や綿棒に溶液かジェル状のフッ化物製剤を浸して 

塗布します。 

 

③ トレー法    既成のトレーや個人のトレーにジェル状、溶液状、泡状等の 

フッ化物製剤をのせ、歯面に接触させます。 

 

（１）対象                            

乳歯のむし歯予防として歯が生えてから、歯ぐきが下がることで見えてきた歯

の根元のむし歯予防としても実施されています。 

 

（２）頻度                             

少なくても年２回以上、 

定期的に継続して受ける 

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 ２ フッ化物歯面塗布 

継続して 

塗布しましょう！ 
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（３）手順                             

 

     ①器材や薬剤の準備 

 

     ②簡易防湿と乾燥 

歯面の唾液を綿球等で拭き取り、ロール綿を唇側にあて、歯面への唾液の付着 

を防ぐ。 

 

     ③塗布 

ジェルは１人１回１～２ｇ程度、 

溶液は 1 人１回２ｍｌを目安に、歯面へ 

塗布。 

      ※薬剤の適当量を計量してから実施が 

      望ましい。 

      ※上顎の方が唾液が少ないため、先に塗 

布した方が良い。 

 

④余剰製剤の除去 

１～４分間保持後（実施現場の状況による）、歯面に残った余剰な製剤をガー 

ゼや綿球等で除去。 

      ※製剤が歯面に少々残っても心配ない。 

 

     ⑤防湿除去 

簡易防湿に用いたロール綿を除去。 

 

     ⑥塗布後の指導 

吐き出しができる児には、口にたまった唾液を吐き出させる。 

塗布後３０分間はうがいや飲食は行わない。 

      定期的な継続塗布を勧める。 

      ※間食指導・ブラッシング指導も併せて実施することが望ましい。 

 

（４）使用量と安全性                        

     フッ化物歯面塗布に用いるジェルや溶液の１人分量を全部飲み込んだとしても、

急性中毒の危険性はありません。 
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フッ化物洗口液でブクブクうがいをする方法です。歯科医院で製剤を購入し、家庭で

実施する方法や保育所・幼稚園、学校など集団で実施する方法等があります。 

また、実施してからすぐに効果があらわれるものではないので、継続して実施する必

要があります。 

（１）集団フッ化物洗口の必要性                   

     子どものむし歯罹患率については、全体として減少傾向にありますが、一方で社

会経済的因子や地域差による健康格差が指摘されています。 

集団フッ化物洗口は、個人の環境によらず、集団のすべての人がむし歯予防効果 

を得ることができます。ポピュレーションアプローチとして集団フッ化物洗口を実

施することは、むし歯に関する健康格差の縮小につながることが期待されます。 

 

 

     

 

① 子どもたちに、平等にむし歯予防の環境を提供することができる。 

時間的な理由や経済的な理由等で家庭でのケアが難しい子どももいるため、

集団でフッ化物洗口を実施することで平等に効果を得ることができます。 

    ② 継続的に実施することで、むし歯予防の効果を確実に得られる。 

集団で行うフッ化物洗口は、家庭の事情に左右されないため、各家庭で個人的

に実施するよりも継続しやすいと言われています。また、継続的に実施すること

で大人になってもむし歯予防効果が持続します。 

    ③ 子どものころから健康づくりへの意識を育むことができる。 

     子どもたちの歯・口腔の健康への意識の向上や、施設での保健活動全般の活発

化を図ることができます。 

    ④ 費用対効果が大きい（少ない費用で医療費を抑えることができる）。 

     フッ化物洗口の歯科医療費節減効果は、洗口にかかる費用を上回ると考えられ

るという調査結果がでています。 

 

 

＜参考＞ 

「大人のむし歯調査」の結果から、子どもの頃にフッ化物洗口を受けていた人は、大人

になっても予防効果が持続していることがわかりました。 

（Ｐ.１５～Ｐ.１６参照） 

  

 ３ フッ化物洗口 

集団フッ化物洗口のメリット 
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 17  
 

（２）対象                             

４歳（ブクブクうがいができるようになってから）～１５歳（中学生） 

 

（３）フッ化物洗口をはじめるにあたって               

家庭で実施する際には、かかりつけの歯科医院に相談 

しましょう。 

集団におけるフッ化物洗口を実施する際には、 

次のステップを着実に踏みながら進めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 力 ・ 支 援 

・講演会、説明資料配付、広報活動、先進地の視察

等を行い、保護者がフッ化物洗口に関する知識と

情報を共有できるようにする 

・フッ化物洗口実施希望の確認 

※市町村の状況により変更は可能です。 

 

・市町村（行政、教育委員会）の意思統一 

・地元歯科医師（会）に指導、助言などの協力要請 

・市町村（行政、教育委員会）、地元歯科医師（会）、

施設責任者等（保育所長、校長等）との協議 

・市町村の方針や計画を立てる 

協 力 ・ 支 援 

資 料 提 供 

講 師 の 紹 介 

資 料 提 供 

・校長、学校保健委員、保健主事、養護教諭、教諭、

保育所長、保育士等を対象とした説明会 

・学校、保育所等へのパンフレット配布 

・不安を持つ人に説明するための資料作成 

・説明会の開催 

※必要時に実施 

講師の紹介、派遣 

資 料 提 供 

・議会への説明資料作成 

・市町村における予算化 

（ステップ１で予算計上する場合もある） 

資 料 提 供 

・用具、器材の購入 

・実施方法について現場の教職員への説明、打ち合

わせ 

講師の紹介、派遣 

資 料 提 供 

市町村 県 

ステップ１ 

市町村内部での 

意思統一 

ステップ２ 
関係者の理解・合意 

ステップ３ 
現場の理解 

ステップ４ 
保護者の理解 

その他 
不安を持つ人への 

対応 

ステップ５ 
予算化・議会 

ステップ６ 
実施 

講 師 の 紹 介 

資 料 提 供 
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令和○○年度（前年度） 市町村における意思統一 

＊市町村行政内部、歯科医師（会）、医師（会）、薬剤師（会）で

合意〔県地域機関（県保健福祉部）協力〕 

＊令和○○年度（前年度）開催予定の歯科保健推進会議、説明会、

器材、薬剤等の予算計上 

 

 

  時期 実施内容 

令和△△年 

（実施年度） 

4 月 （園長会議等への説明） 

市町村における方針を決定 

職員への説明会（合同説明会等） 

～ 

5 月 

6 月 （フッ化物洗口実施施設へ見学） 

 ・A 園へ訪問 

保護者説明会（4歳児・5 歳児） 

 ・B 園、C 園 

児童のフッ化物洗口実施希望の確認 

7 月 器材・薬剤の購入 

水道水でブクブクうがいの練習 

9 月 フッ化物洗口開始 

 

 

対 象 4 歳児・5 歳児（B園＊＊人・C園＊＊人） 

洗 口 回 数 週 2 回法 

薬 剤 の 種 類 ミラノール、オラブリス 等 

 

 

事業実施計画参考例 １ 

フッ化物洗口事業実施計画 

保育所・幼稚園で秋からフッ化物洗口を開始する場合 
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令和○○年度（前年度） 市町村における意思統一 

＊市町村行政内部、市町村教育委員会、歯科医師（会）、医師

（会）、薬剤師（会）で合意〔県地域機関（県保健福祉部）協力〕 

＊令和○○年度（前年度）開催予定の歯科保健推進会議、説明会、器

材、薬剤、児童・生徒対象講演会等の予算計上 

 

  時期 実施内容 

令和△△年 

（実施年度） 

4 月 （校長会等への説明） 

市町村における方針を決定 

学校職員への説明会 

PTA 役員会への説明 

 ・B 小学校、C 小学校 

～ 

5 月 

6 月 （フッ化物洗口実施小学校へ見学） 

 ・A 小学校へ訪問 

保護者説明会 

 ・B 小学校、C 小学校 

児童・生徒のフッ化物洗口実施希望の確認 

7 月 器材・薬剤の購入 

（児童・生徒を対象にフッ化物洗口を含めたむし歯予防教室の開催） 

（水道水でブクブクうがいの練習） 

9 月 フッ化物洗口開始 

 

対 象 全学年（B 小学校＊＊人・C 小学校＊＊人） 

洗 口 回 数 週１回法 

薬 剤 の 種 類 ミラノール、オラブリス 等 

 

 

事業実施計画参考例 ２ 

フッ化物洗口事業実施計画 

小学校等で秋からフッ化物洗口を開始する場合  

合 
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（４）フッ化物洗口の実施方法                      

   ①フッ化物洗口医薬品の種類について 

フッ化物洗口の医薬品は、施設の規模、実施体制、予算等の実情に応じて、用法及

び薬剤等を学校歯科医（委託歯科医）と相談し決定します。 

フッ化物洗口剤には顆粒タイプと溶液タイプがあります。それぞれにメリットがあ

りますので、使用の参考にしてください。 

※どの製品でも効果に差は認められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪フッ化物洗口医薬品≫ 

＊オラブリス洗口用顆粒１１％ 

 

 株式会社ジーシー昭和薬品製 

 

 

 

 

 

＊オラブリス洗口液 0.2％ 

 株式会社ジーシー昭和薬品製 

 

 

 

 

 

 

 

＊ミラノール顆粒１１％ 

 

(株)ビーブランド・メディコーデンタル社製 
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＜ 管理、分注 ＞ 

 顆粒タイプは水道水に溶かして使用します。溶液タイプはそのまま洗口すること

ができます。 

 

 

＜ 洗口の流れ ＞ 

 顆粒タイプ、溶液タイプ（ポーションおよびボトル）のフッ化物洗口の流れをま

とめます。この項目は参考であり、各学校等の実情に応じたより良い方法で実施し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
顆粒タイプ 

溶液タイプ（900ppm） 

ポーション 10ml ボトル 500ml 

劇薬管理 

※劇薬は他のものと区別して保管しなければならない 

（医薬品医療機器等法第４８条第１項） 

○ － － 

調整・溶解 ○ － － 

分注 ○ － ○ 

顆粒タイプ 
溶液タイプ（900ppm） 

ポーション 10ml ボトル 500ml 

顆粒を水道水で溶解する   

分注ポンプに分ける   

紙コップに洗口液を入れる 
ポーション（洗口液）を 

配布する 

ボトルにポンプを装着し、 

紙コップに洗口液を入れる 

洗口する 洗口する 洗口する 

洗口液を紙コップに吐き出す 
洗口液をポーション容器に

吐き出す 
洗口液を紙コップに吐き出す 

紙コップにティッシュペーパ

ーを入れ洗口液を吸わせる 

ポーション容器にティッシ

ュペーパーを入れ、洗口液

を吸わせる 

紙コップにティッシュペーパ

ーを入れ洗口液を吸わせる 

紙コップを回収する 

（ゴミ袋にまとめる） 

ポーション容器を回収する

（ゴミ袋にまとめる） 

紙コップを回収する 

（ゴミ袋にまとめる） 

残った洗口液を廃棄する   

表６ 

表７ 



 22  
 

＜ 顆粒タイプ、溶液タイプのメリット・デメリット ＞ 

 

 

【メリット】 

 

 

【デメリット】 

 

 

 

 

 

 

 

顆粒タイプ 
溶液タイプ 

ポーション ボトル 

安価である 
調整・溶解の必要がなく 

そのまま使用できる 

調整・溶解の必要がなく 

そのまま使用できる 

省スペースに保管できる 分注の必要がない  

溶解濃度を簡単に調整できる 残液がない 残液がない 

実施人数、年齢ごとに対応でき

る分包の種類が豊富 

（ミラノール顆粒 11％の場合） 

タンク、分注ポンプ等容器

の洗浄、消毒の必要がない 

タンク、分注ポンプ等容器

の洗浄、消毒の必要がない 

 紙コップを使わなくてよい  

顆粒タイプ 
溶液タイプ 

ポーション ボトル 

調整・溶解が必要 高価である 高価である 

タンクで洗口液を作った場合 

さらに分注ボトルに分ける必要

がある 

濃度が 900ppmのみである 濃度が 900ppmのみである 

溶解した洗口液の残液は保存で

きない 
保管場所の確保が必要 保管場所の確保が必要 

タンク、分注ポンプの洗浄、 

消毒が必要 

低年齢等はフタを開けるこ

とが難しい場合がある 
ボトルは再利用できない 

表８ 

表９ 
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②洗口回数・薬剤の決定 

     ア 各施設の規模や実情に応じて洗口実施回数を決めます。 

     イ 洗口液の濃度は洗口回数により異なるので、表１０を参考に決定します。 

     ウ １回の洗口に用いる量はブクブクうがいをしやすい量で決めます。 

       就学前の幼児で５ml 又は７ml、学齢期で１０ml を目安とします。 

       なお、洗口液の分注にディスペンサー付ボトルを使用する場合には、ボト 

ル１本あたり約１００ml の必要残量を考慮して、必要な薬剤の量を決定しま

す。 

       ＊ボトルの残量が少ないと定量が出にくくなります。 

     エ 実施にあたっては、洗口液の濃度、必要量、回数等について、学校歯科医 

（委託歯科医）から指示書を各年度当初に発行してもらってください。 

 

表１０ 

洗口 

回数 

主な

対象 

１回の洗

口液の量 
薬剤の種類 

１包

の量 

１包当たり

の水の量 

フッ化ナトリウム濃度 

（洗口液のフッ化物濃度） 

週５回 就
学
前
の
幼
児 

５ml 

又は 

７ml 

ミラノール顆粒１１％ 
1.0ｇ 200ml 

0.055%（約 250ppmF） 1.8ｇ 360ml 

オラブリス洗口用顆粒１１％ 1.5ｇ 300ml 

週２～ 

３回 

ミラノール顆粒１１％ 1.8ｇ 200ml 

0.099%（約 450ppmF） ミラノール顆粒１１％ 7.2ｇ 800ml 

オラブリス洗口用顆粒１１％ 1.5ｇ 167ml 

週１回 
学
齢
期 

１０ml 

ミラノール顆粒１１％ 
1.8ｇ 100ml 

0.198%（約 900ppmF） 
7.2ｇ 400ml 

オラブリス洗口用顆粒１１％ 
1.5ｇ 83ml 

0.199%（約 900ppmF） 

6.0ｇ 332ml 

オラブリス洗口液 0.2％ 

（ポーション 10ml） 

（ボトルタイプ 1 本 500ml） 

 なし 

    

③薬剤の調整 

    施設においてフッ化物洗口を実施する場合は、歯科医師の指示に基づき、施設職

員が水道水に溶かしてフッ化物洗口液を用意します。 

    また、水道水に溶かした状態で歯科医師や薬剤師から受け取ることも可能です。

役割分担については、関係者で相談し、決めておきましょう。 
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   ④器具や器材の準備 

    フッ化物洗口必要物品一覧 

   

表１１ 

 

 

 

 

 

 

物品 必要数 

ポリタンク 

※フッ化物洗口液であることを明

記しましょう 

各施設に１～２個 

※ディスペンサー付ボトルで直接洗口液を

溶かす場合は不要 

ディスペンサー付ボトル 各クラスに１個 

洗口剤 

（ミラノール、オラブリス等） 

年間実施回数×実施人数分 

＊必要量については２５ページ、購入につい

ては３０、３１ページ参照 

コップ 

プラスチックコップ：年間１人１個 

紙コップ：年間の実施回数×実施人数分 

※各自のコップでも可能 

※フッ化物はガラスに反応するので、プラス

チックか紙製のコップを使う 

時計（時間を計るもの） 各クラスに１個 

収納具 

（フードボックスや水切りかご等） 
各クラスに１個 

洗口剤を保管するケースや棚 施設に１個 

※必要に応じて 

・廃棄用容器 

（ポリバケツ、ごみ袋等） 

 

・ティッシュ 

ポリバケツ：各クラスに１個 

※洗口後、吐き出す洗い場が不足する場合に

使用 

ごみ袋：必要数 

※紙コップ使用後の紙コップを捨てるもの 

ティッシュ：１人１回１枚 

※紙コップに吐き出す場合に使用 
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◎ 必要な薬剤量の目安                                                        

洗口回数や実施人数、１回の洗口液量に応じて、下記の例や表１０を参考に、 

１週間分の必要な薬剤量（洗口液量）を決めます。 

 

★週５回法 250ppmF（一人 1 回の洗口液量 5ml）の場合 

   （例）オラブリス 1.5ｇを使用 

    実施人数 40 人 ディスペンサー付きボトル２本使用 の場合 

・使用する洗口液量       5ml✕40 人✕5 回＝1,000ml －A 

・ディスペンサー付きボトルの必要残量 100ml✕2 本＝200ml －B 

                     必要な洗口液量 A＋B＝1,200ml＊ 

               （作成量：1,200ml オラブリス 1.5ｇ ４包使用） 

 

★週２～３回法 450ppmF（一人 1 回の洗口液量 7ml）の場合 

   （例）ミラノール 1.8ｇを使用、週２回実施 

    実施人数 40 人 ディスペンサー付きボトル２本使用 の場合 

・使用する洗口液量         7ml✕40 人✕2 回＝560ml －A 

・ディスペンサー付きボトルの必要残量 100ml✕2 本＝200ml －B 

                     必要な洗口液量 A＋B＝760ml＊ 

               （作成量：800ml ミラノール 1.8ｇ ４包使用） 

 

★週１回法 学齢期 900ppmF（一人 1 回の洗口液量 10ml）の場合 

（例１）ミラノール 7.2ｇを使用 

    実施人数 120 人 ディスペンサー付きボトル 6 本使用 の場合  

・使用する洗口液量      10ml✕120 人✕1 回＝1,200ml －A 

・ディスペンサー付きボトルの必要残量 100ml✕6 本＝600ml －B 

                     必要な洗口液量 A＋B＝1,800ml＊ 

               （作成量：2,000ml ミラノール 7.2ｇ 5 包使用） 

     

（例２）オラブリス 6.0ｇを使用 

    実施人数 600 人 ディスペンサー付きボトル 15 本使用 の場合 

・使用する洗口液量      10ml✕600 人✕1 回＝6,000ml －A 

・ディスペンサー付きボトルの必要残量 100ml✕15 本＝1,500ml －B 

                     必要な洗口液量 A＋B＝7,500ml＊ 

               （作成量：7,636ml オラブリス 6.0ｇ 23 包使用） 

 

 

 

 

＊ディスペンサー付ボトルの必要残量 

 ボトルから定量を出すため、いくらかの残量が必要となります。例では残量をボトル 1 本に

つき 100ml としていますが、ボトルにより異なるので、あらかじめ確認しましょう。 
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⑤実施にあたっての留意点 

ア 薬剤の管理 

      フッ化物洗口剤（顆粒）は、劇薬です。劇薬は「他の物と区別して、貯蔵し、 

又は陳列しなければならない」（医薬品医療機器等法第４８条第１項）となって

おり、施錠の義務はありませんが、安全上、鍵のかかる戸棚または金庫等に保管

し、担当責任者が管理を確実に行いましょう。 

      薬剤の保管については、1 回に使う包数にまとめ、それぞれに 1 から順次番

号をつけ、薬剤出納簿を作成し、管理すると簡便かつ確実です。（様式集 例５） 

      薬剤の受け取り時や、薬剤を溶解してフッ化物洗口液を作る時には、その都度

薬剤出納簿に記入し管理してください。 

 

＊万一、フッ化物洗口剤（顆粒）を誤飲した場合には、直ちに医師に連絡してく

ださい。その際、何をどのくらい飲み込んだかできるだけ記録しておいてくだ

さい。緊急の処置としては、牛乳を飲ませることが有効です。 

 

イ 洗口液の保管 

（ⅰ）洗口液は、洗口が終わった時点で原則廃棄します。 

        週 2～3 回法、週 5 回法で実施し、保管が必要な場合は、洗口液を入れ

たポリタンクは保健室等で管理し、なるべく直射日光が当たらないようにし

ます。夏は水がいたみやすいので、冷蔵庫等で保管し、1 週間保管した洗口

液は廃棄してください。 

（ⅱ）フッ化物洗口剤を溶解し、保存しておく容器はプラスチック製の容器を使

用してください。また、保管容器には必ず「フッ化物洗口液」等と明記し、

目的外使用はしないでください。 

 

   ⑥実施希望調査 

     施設において集団でフッ化物洗口を実施する場合は、事前に希望調査を実施しま

しょう。 

     フッ化物洗口を希望しない人には、フッ化物洗口液を使わず水で洗口をする等、

対応については生徒指導的な配慮のもと、発達段階に応じて保護者等と話し合って

決めてください。 

 

   ⑦うがいの練習 

ア 洗口を始める前に、あらかじめ水でブクブクうがいの練習を行います。 

    イ どうしても洗口が上手にできず、口に含んだ水を飲みこんでしまうような人は、

気長に水で練習を続けます。（できるだけ下を向いて洗口を行うと誤飲予防に

なります） 
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   ⑧実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗口液を作る 

＊ディスペンサー付ボトルに直接作る場合 

 歯科医師の指示に基づき、所定の量の水道水をボトル

に入れます。次に洗口剤を入れ、ボトルを数回ふって溶

かします。 

 

＊ポリタンクで作る場合 

 歯科医師の指示に基づき、所定の量の水道水をポリタ

ンクに入れます。次に洗口剤を入れ、数回ポリタンクを回

して溶かします。 

 ポリタンクから各クラスのディスペンサー付ボトルに

必要量を移します。 

１人１人のコップに分ける 

コップに未就学児は５または７ml、児童生徒は１０ml を注ぎます。 

 

※１回の洗口量はブクブクうがいがしやすい量で行いましょう。 

※ディスペンサー付ボトルを使用する場合は、１プッシュで何

ml 出るか確認しておきましょう。 

※児童生徒が自分で分けたり、当番制にしている施設もあります。 

洗口の実施 

コップが全員にわたったら、一斉に洗口液を口に含み、全

ての歯にいきわたるようにブクブクうがいを１分間続けま

す。 

※誤飲が心配な場合には、洗口時にできるだけ下を向いて洗

口を行うなど、姿勢に注意するとよいでしょう。 

※時間は既存の時計やタイマー、砂時計などで計りましょ

う。 

※原則、１分間の実施が基本ですが、難しい場合は最低３０

秒以上実施しましょう。 
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洗口終了 

洗口が終わったら、各人のコップや洗い場に吐き出します。 

洗口後３０分間はうがいや飲食物をとらないようにしましょう。 

洗浄・消毒 

＊コップ 

コップの種類  

個人用ポリコップ ① 個人で保管する場合 

吐き出した洗口液を洗い場（ポリバケツ）に捨て、コップ 

を水ですすぎ、自分で保管します。 

② 同じ収納具で一括保管する場合 

 毎回消毒します。 

共用のポリコップ 毎回消毒します。 

紙コップ ① 吐き出した後、ティッシュを入れる場合 

ごみ袋で回収し、廃棄します。 

② ティッシュを使わない場合 

紙コップに吐き出した洗口液を洗い場（ポリバケツ）に捨 

て、紙コップはごみ袋に廃棄します。 

 

＊ディスペンサー付ボトル 

  余った洗口液を捨て、ボトルを水ですすぎ、注ぎ口を下にして乾燥させます。 

  清潔を保つため、週１回法の場合は夏休み等の長期休暇前、週２～３回・５回法

の場合は週１回程度、適宜消毒を行いましょう。 

 

【参考】ディスペンサー付ボトル消毒薬剤の作成方法 

（例）0.02%次亜塩素酸ナトリウムの作成 

薬液濃度 薬液量 水量 

5% 4ml 1,000ml 
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【参考】洗口の実施日や時間帯等のメリット・デメリットの例 

 ※例示なので、この限りではありません。各施設等の状況により異なるので、環境や状況

を踏まえて検討してください。 

 

  表１２ 

  ≪保育所・幼稚園等≫ 

実施時間 メリット デメリット 

朝の会 

・健康観察や読み聞かせの時間を活用し実

施できる。 

・午睡のない施設でも実施できる。 

・園児の登園時間にばらつきがある場

合に実施できないことがある。 

昼食後 

午睡前 

・食後の歯みがきをしてから洗口を行うこ

とができる。 

・洗口後、午睡する場合は、実施後に水を

飲む可能性が低い。 

・給食を食べる時間に個人差があり、一

斉洗口をする場合、時間調整等の配

慮が必要。 

・午睡のない施設で、昼食後の活動に運

動等を行う場合、洗口後３０分間の

水分補給等の制限が困難である。 

降園前 

・帰りの会の時間を活用し実施することが

できる。 

・洗口後、保護者の見守りの下、水を飲ん

だりすることもなく、確実に実施でき

る。 

・園児の降園時間にばらつきがある場

合、実施できないことがある。 

 

表１３ 

≪小・中学校等≫ 

実施時間 メリット デメリット 

朝の会 

・読書等を行いながら実施することがで

きる。 

・朝の会の後は授業が入るため、実施後

に水を飲む可能性が低い。 

・遅刻しがちな児童生徒の実施ができな

い場合がある。 

授業と授

業の合間 

・日課を調整し、業間を活用できる場合

は、洗口が可能である。 

・業間に運動等を入れている場合、洗口

後３０分間の水分補給等の制限が困

難である。 

給食後 

・食後の歯みがきをしてから洗口を行え

る。 

・給食を食べる時間に個人差があり、一

斉洗口をする場合、給食を食べ終わる

時間や洗口を実施する時間の調整が

必要。 

・教職員の休憩時間に配慮する必要があ

る。 

下校時 
・日課への影響はない。 

  

・部活動や委員会活動、放課後活動（習

い事、塾等）との調整が必要。 
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（５）フッ化物洗口剤（医薬品）の購入方法              

    フッ化物洗口剤（顆粒）を購入する際は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）」を遵守する

ことが必要です。 

    フッ化物洗口剤（顆粒）は「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」であり、以下の方

法で購入することができます。 

 

    ①使用する施設の長が、歯科医師の指示に基づき、卸売販売業者から購入する 

      医薬品医療機器法等では、卸売販売業者が医薬品を販売する相手先が規定され

ており、学校の長に対しては、下記事務連絡により「歯科医師の指示に基づき行

う、う蝕予防のためのフッ化ナトリウム洗口液を販売する場合」に販売が可能と

されています。 

      ＜根拠＞ 

       ・医薬品医療機器等法第３４条第５項 

       ・医薬品医療機器等法施行規則第１３８条 

       ・「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について（そ

の２）」 

（平成２４年３月１６日付け厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡） 

 

    ②使用する施設の長が、薬局から対面で購入する 

      ＜根拠＞ 

       ・医薬品医療機器等法第３６条の３第２項、第３６条の４第１項 

       ・「薬局医薬品の取扱いについて」 

（平成２６年３月１８日付け薬食発０３１８第４号 厚生労働省医薬食品

局長通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「市町村立」の施設の場合は、上記①、②のほか、「市町村」が各施設の状況を 

とりまとめて、卸売販売業者あるいは薬局から購入することも可能です。 

 

  この場合、市町村はあらかじめ、歯科医師による指示書等により各施設の必要

数量を確認しておくことが必要です。 

 

＜根拠＞ 

 ・医薬品医療機器等法第３４条第５項 

 ・医薬品医療機器等法施行規則第１３８条 

 ・「薬局医薬品の取扱いについて」 
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 これらを踏まえ、事業等で市町村が関わる場合に可能な購入方法は以下のとおりです。 

 

ア 「市町村立」の保育所や学校等の場合                   

      市町村が、各施設の必要数量を歯科医師の指示書等により確認し、まとめて購

入することが可能です。      

≪卸売販売業者から購入≫                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪薬局から購入≫                              

 

 

 

 

 

 

 

 

      また、各施設が下記の「イ 私立等の施設の場合」と同様、薬局等から直接購

入することも可能です。 

 

イ 私立等の施設の場合                           

使用する施設が、薬局あるいは卸売販売業者から「直接」購入しなければなり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

保育所 

学校等 

②納品・配達 

①契約・発注 

卸売販売業者 

市町村 

薬局 

卸売販売業者 私立施設 

①発注 

③支払い 

契約 

②納品・請求 

④報告 

卸売販売業者 

保育所 

学校等 

保育所 

学校等 

市町村 

①契約・発注 ②納品 

保育所 

学校等 

保育所 

学校等 

保育所 

学校等 

③分配 

薬局 

市町村 

保育所 

学校等 

保育所 

学校等 

保育所 

学校等 

①契約・発注 ②納品 

③分配 

 なお、上記の他、市町村が私立等施設の注文や支払をとりまとめて行う方法も

ありますので、留意事項等について県保健福祉事務所又は、県健康づくり推進課

までお問い合わせください。 
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（６）実施体制                           

①関係機関の役割分担 

     フッ化物洗口は関係機関の理解と協力のもと、役割分担をして連携して進めまし

ょう。 

      

  表１４  （例） 

関係機関 役割分担 

実施施設 
フッ化物洗口の実施、職員の研修、園児・児童生徒・保護者へ

の歯科保健教育、歯科健診結果の集計・評価 

園・学校歯科医 
施設への指導・助言、指示書の作成、保護者・施設等への情報

提供、歯科保健教育 

学校薬剤師 施設への指導・助言、フッ化物洗口剤の計量・提供 

関係団体（歯科医師会、歯

科衛生士会、薬剤師会等） 
地域や施設におけるフッ化物洗口の推進への支援・助言 

市町村・市町村教育委員会 
フッ化物洗口の事業化・評価、施設への指導・助言、施設職員

等への研修、関係機関との連携・調整、住民等への情報提供 

県・県教育委員会 
関係機関との連携・調整、歯科保健情報の提供、実施市町村や

施設への支援、市町村や施設関係者等への研修 

   ※市町村や施設の状況に合わせて役割分担を決めましょう。 

 

②実施方法や管理状況の確認 

     フッ化物洗口の実施主体である市町村や施設は、実施方法や薬剤の管理等が適正

に行われているか、定期的に確認しましょう。 

     確認する際には、別に示すチェックリスト等を使用すると便利です。（様式例６） 

     ※チェックリストの項目は、市町村や施設の状況に合わせて適宜変更しましょう。 

 

③職員等への研修 

     新しく担当となった職員や、その職員を支援する施設の施設長や職員の理解を得

るため、適宜フッ化物洗口に関する研修や情報提供を行いましょう。 

     市町村や園・学校歯科医師、関係団体等は研修や情報提供が円滑に行えるように

支援をしましょう。 

 

   ④フッ化物洗口の評価 ※詳細は第４章 ３－２－２参照 

     年１回は歯科健康診査を実施し、歯科健診結果を経年的に集計し、むし歯有病者

率や一人平均むし歯数等によりフッ化物洗口の効果について評価しましょう。 
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１－１ なぜむし歯予防が重要なのですか。 

答え    むし歯は気付いた時には進行していることが多く、治療をしても再びむし

歯になる可能性があります。 

① むし歯は気付かない間に進行しています。 

          むし歯は私たちが気付かない間にできて、徐々に進行します。痛みが出た 

時には、むし歯はかなり進んでいることが多く、また、初期のむし歯は自覚

症状がないので、学校や歯科医院での定期健診を受けて早く見つけてもらう

必要があります。        

 

② むし歯は穴があいてしまうと元には戻りません。 

        むし歯は一度穴があいてしまうと、その部分は元の健康な歯の質には戻り 

ません。また、治療してもむし歯になりやすい生活環境や習慣が改善されな

ければ、治療した歯が再びむし歯になる可能性は高く、治療を繰り返すうち

に最終的には歯を抜かなければならなくなることもあります。 

 

１－２ むし歯予防はいつ頃から始めれば良いのですか。 

答え    歯科保健指導は歯が生える前から、フッ化物は年齢や本人・家族、保護者

の状況等により使い分けましょう。 

① 歯が生える前からの指導や情報提供をしましょう。 

        歯は生えて間もない時期（生えて２～３年の間）が一番むし歯になりやす 

い時期です。乳歯は、生後半年ころから生え始め、２歳半までにはほぼ生え

揃います。したがって、乳歯のむし歯予防は生えはじめてから４、５歳くら

いまでが重要な時期となりますが、１歳６か月児健診の時にはすでにむし歯

になってしまっているお子さんもいるため、早い時期にむし歯予防に取り組

む必要があります。妊娠期を含め、歯が生える前から保護者へ情報提供をす

るなど、意識づけをしましょう。 

 

② 発達や地域等の状況にあったむし歯予防をしましょう。 

        乳歯は生後半年ころから、永久歯は５歳前後から生え出し、おおよそ小・ 

中学生のころに生え代わります。生え代わりは１２歳前後に終了するお子さ

んが多いですが、その後２～３年はまだ歯が成熟しておらず、むし歯になり

やすいため、中学生くらいまではむし歯になりやすい時期と考えられます。 

 １ むし歯予防について 

第 ４
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        むし歯予防は甘味の適正摂取や歯みがき、フッ化物の利用にバランスよく 

取り組むと効果的なので、年齢や発達、地域の状況等を踏まえ、むし歯予防

に取り組みましょう。 

 

 

１－３ 歯みがきや甘味の適正摂取に加えフッ化物を利用する必要があり

 

ますか。
 

答え   歯みがきや甘味の適正摂取だけでむし歯を確実に予防すること（特に集団に

おいて）は難しいため、歯の抵抗力をつけることが必要です。 

 

① 歯みがきだけではプラーク（歯垢）を取りきれない。 

        歯みがきでプラーク（歯垢）を機械的に除去することは、むし歯を予防す 

るために重要です。しかし、個人の歯並びや技術によって磨きにくい部位も

あり、理想的な歯みがきを実施することは難しいです。奥歯の溝のプラーク

には歯ブラシの毛先が届かない、などの限界もあります。 

 

② 甘味の適正摂取は、個人の強い意志と努力が必要。 

        甘味の摂取量や摂取回数を減少させることで、むし歯のリスクを低下させ 

ることができます。しかし、甘味の適正摂取は歯みがきと同様、実際には個

人の強い意志と努力によって徹底的にかつ時間をかけて実行しないと効果

は現れないなど、特に子どもにとって確実性が低いと考えられます。 

 

③ 様々な予防方法を組み合わせましょう。 

        フッ化物応用は歯質強化のためのむし歯予防方法です。再石灰化を促進し 

歯質のむし歯に対する抵抗性の強化を目的としています。 

「歯みがき・甘味の適正摂取・フッ化物応用」の３つのむし歯予防方法は、 

それぞれのむし歯予防における働きが異なるため、いずれも不可欠です。 

また、むし歯のリスクが高まる時間を少しでも短くするような生活習慣を 

心がけることも重要です。 

これらの予防方法を組み合わせることで効果的なむし歯予防につながり 

ます。 
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２－１ フッ化物とはどのようなものですか。 

答え    フッ素は自然環境に広く分布している元素の１つです。海水やお茶、肉や

魚など食べ物にも微量のフッ化物が含まれており、私たちの歯や骨、血液中

などにもフッ化物は存在します。 

       ① フッ化物は自然環境に広く分布しています。 

        第２章でも説明しましたが、フッ化物は自然環境に広く分布しており、食 

べ物や私たちの歯や骨、血液中にも存在します。地殻にある約９０の元素中

多い方から１７番目で、豊富に含まれています。フッ素元素が陰イオンの状

態にあるものをフッ化物イオン又はフッ化物といいます。あるいは、フッ化

物イオンを含む化合物をフッ化物といいます。 

        フッ化ナトリウムを水に溶かした場合（フロリデーション、フッ化物洗口 

等）、フッ化物はイオン化（F－）します。一方、お茶や飲料水に含まれるフ

ッ化物もこれと同じイオン化したフッ化物（F－）であり、その性質は全く同

じものです。 

 

② 適量のフッ化物はむし歯予防につながります。 

        適量のフッ化物は、むし歯に対する抵抗性のある歯を作り、正常な骨格を 

維持する助けになるとされています。WHO などの専門機関は、フッ化物を

“人が生きている通常の条件で健康および最良の状態を保持するのに普通

に必要とされる「有益」な元素”としています。これらのことよりアメリカ

合衆国科学評価委員会は、フッ化物の１日所要量を成人で３mg としていま

す。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ フッ化物について 

「フッ化物」 

 

フッ化物は従来「フッ素（fluorine）」といわれてきました。しかし、現在

では、フッ素は元素名であると定義されています。一方、水や食品中の無機

のフッ素はフッ化物イオンとして存在しており「フッ化物（fluoride）」と定

義されています。むし歯予防で作用するのはフッ化物イオンですから、「フッ

素」というよりも「フッ化物」と呼ぶのが適切です。なお、むし歯予防に用

いられるフッ化ナトリウム（NaF）もフッ化物です。 
 

「ｐｐｍ」 １ppm＝０．０００１％のことです。 

 

用 語 明 説 
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２－２ フッ化物はなぜむし歯を予防するのですか。 

答え    フッ化物の局所応用法では、歯の表面のエナメル質に作用し、細菌が産生

する酸に溶けにくい強い歯の質にすることなど、さまざまな働きをします。

フッ化物は生えたばかりの歯の未熟なエナメル質に作用して、結晶構造が丈

夫になるのを早め、むし歯に対する抵抗性を高めます。 

 

① エナメル質を早期に丈夫な結晶構造にします。 

        生えたばかりのエナメル質の結晶は、すき間や不純物が多く未成熟な状態 

で、このすき間や不純物があるところが酸に溶けやすくむし歯になりやすい

ところです。唾液中のカルシウムやリン酸はこのすき間に取り込まれ、不純

物と置き換わることで、安定した丈夫な結晶に成熟していきます（成熟現象）。 

        フッ化物はこの成熟の過程を促進することによって、早期に結晶構造を丈 

夫にする働きがあります。 

 

       ② むし歯になりかかったエナメル質に作用し、結晶構造を丈夫にします。 

        第１章で説明したように、むし歯は脱灰と再石灰化のバランスにより引き 

起こされます。再石灰化が脱灰に優れば、脱灰を始めたエナメル質の部分は

再び硬くなり、さらに結晶構造は丈夫になります。 

        フッ化物洗口を行うことにより少量のフッ化物が絶えず供給されるよう 

な状況下では、再石灰化が促進され、再石灰化の方が脱灰に優るようになり、

むし歯になりにくい環境が保たれるのです。 

 

③ フッ化物は結晶に組み込まれ、フルオロアパタイト結晶を形成します。 

        この結晶は歯の無機質の主成分であるハイドロキシアパタイトよりも科 

学的に安定しているため、脱灰が起こりにくく、強い丈夫なエナメル質を作

ることになります。 

 

④ 細菌の活動に必要な酵素の働きを弱めます。 

 

⑤ 細菌に対して静菌的に働き、細菌の酸産生やプラーク形成を抑制します。 
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２－３  フッ化物によるむし歯予防にはどんな方法があり、どのように

分類できますか。 

   答え    水道水フッ化物濃度適正化（フロリデーション）や、フッ化物洗口、フッ

化物歯面塗布、フッ化物配合歯磨剤があります。 

        世界的に普及している方法として水道水のフッ化物濃度適正化（フロリデ

ーション）、フッ化物洗口、フッ化物歯面塗布、フッ化物配合歯磨剤がありま

す。これらは利用方法によって、下記のように分けられます。 

 

 

表１５ フッ化物によるむし歯予防の方法 

 

        方  法             フッ化物濃度       特  徴 

 

公衆衛生的  ・フロリデーション       0.7～1.2ppmF     全身応用 

       （水道水フッ化物濃度適正化）

 
       ・フッ化物洗口 

        －週１回法          900ppmF 

        －週２～３回法        450ppmF 

        －週５回法          225、250ppmF    局所応用 

個人衛生的  ・フッ化物配合歯磨剤      900～1,500ppmF 

・フッ化物歯面塗布       9,000ppmF 
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３－１－１ 洗口を行う時間はいつが適当ですか。 

答え        洗口後、約３０分間飲食物を摂取しないような時間帯であれば、フッ化 

物洗口を実施する時間は各々の施設の実状に合わせて選ぶことができま

す。 

          慣れると洗口液の分注から用具の後片づけまで含めて全体で１０分程 

度です。 

 

３－１－２ 夏休み中などの長期休みはフッ化物洗口をしなくてもよいの

ですか。 

答え      継続実施が理想的ですが、長期休みに実施しなくても高い効果が得られ 

ます。 

          県内外の小・中学校では休み中フッ化物洗口を実施していませんが、高 

いむし歯予防効果が得られています。このようなこと

から、夏休み中には学校等の施設でフッ化物洗口を実

施しなくてもよいでしょう。しかし、この期間にもむ

し歯予防は重要なので、家庭でできるむし歯予防方法

である甘味の適正摂取や歯みがきの励行を一層徹底

するよう指導しましょう。 

 

３－１－３ フッ化物洗口は家庭でもできないものですか。 

 答え     家庭でもフッ化物洗口を実施することができますので、かかりつけ歯  

科医院で相談してください。 

フッ化物洗口は正しい方法で実施すれば家庭でも同じ効果が得られま

すが、何年にもわたり毎日継続して実施することが困難であるという点が、

最大の短所となっています。        

 

 

 

 

 

 

 

３ フッ化物洗口の実施と効果 

３－１ 実施方法 
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３－１－４  フッ化物洗口剤や洗口液を取り扱う際に気をつけることは

どんなことですか。 
 

答え      フッ化物洗口剤（顆粒）は、各施設において他の物と区別して保管・

管理する必要があります。 

① フッ化物洗口剤（顆粒）は他の物と区別して保管しましょう。 

           フッ化物洗口剤（顆粒）は必ずしも鍵のかかる棚で保管・管理する 

必要はありませんが、安全上、鍵のかかる戸棚または金庫等に保管す

るなど、担当責任者が管理を確実に行いましょう。 

 

② 洗口液の保管容器には「フッ化物洗口液」とわかるように明記し

ましょう。 

           フッ化物洗口液は保健担当者等が医師・歯科医師の指示により洗口 

液を作ります。洗口液の保管容器（ポリタンク等）には必ず「フッ化

物洗口液」等と明記し、内容物が分かるようにしてください。 

           なお、週２～３回法、週５回法でフッ化物洗口液を保管することが 

必要となる場合、夏場の暑い時期には管理が可能な冷蔵庫等などで保

管することが望まれます。洗口液は普通の水道水と同様、しばらくの

期間は変質せずにもちますが、１週間分が終われば、残った洗口液は

全部捨てるようにしましょう。 

 

３－１－５  フッ化物洗口は集団的に実施されますが、希望しない人へ

の配慮はどうすればよいでしょうか。 
 
答え     水道水で洗口をするなどの配慮が必要です。 

① なるべく多くの子どもたちの参加を得るため、事前に十分な情報

提供や説明をしましょう。 

           多くの国民がむし歯にかかってしまうことから、集団を対象に効率 

的な方法でむし歯予防を行うことは重要です。フッ化物洗口を集団で

実施することで、家庭等の環境の影響を受けず、実施した子どもたち

が平等に効果を得る事ができ、健康格差の縮小につながります。なる

べく多くの子どもたちの参加を得るため、実施前に説明会や講演会を

開催し、十分な理解を得ることが大切です。 

 

② フッ化物洗口は強制ではありません。 

           フッ化物洗口は強制的に実施するものではありません。情報提供や 

説明を聞いてもなお希望しない人については、水で洗口するなどの配

慮が必要です。 
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３－１－６  フッ化物洗口の濃度や頻度はどのように決めたらよいでし

ょうか。 
 
答え      各施設の状況により、安全な濃度で実施可能な頻度で実施しましょう。 

          基本的な濃度や頻度は２３ページの表１０のとおりですが、施設の状況 

により、歯科医師や関係者と相談の上、安全性に配慮し、濃度や頻度を

決めましょう。 

           なお、他県では 450ppmF の濃度で週１回実施し、むし歯が減って 

いるところもあります。 

 

３－１－７ パンデミックが発生した場合はどうしたらよいでしょうか。 

答え     感染予防の観点から、洗口中及び吐き出し時に飛沫が飛ばないように注

意して実施しましょう。 

① 飛沫感染するリスクのある感染症のパンデミック発生時等には、

感染予防の観点から、以下の点に注意しましょう。 

 １）  園児・児童・生徒が同じ洗口場を使用する場合 

(1) 集団で洗口場に行かない 

(2) 洗口場では間隔をおいて吐き出す 

(3) 窓を開けて洗口場の換気をよくしておく 

                       

2） 座位で紙コップなどに吐き出す場合 

紙コップを用いて座位で洗口を実施する場合は、洗口液を分

注した紙コップにティッシュペーパーを入れてそこに吐き出す

方法、吐き出してからティッシュペーパーで口もとを拭いて紙

コップに投入する方法、あるいはその両方の方法で実施しまし

ょう。 

(1) できるだけ低い位置で、紙コップで口をふさいでゆっくり

吐き出す 

(2) 吐き出された洗口液は、ティッシュペーパーに十分吸収さ  

せる   

            

② 緊急事態宣言等が撤回された時には、速やかに再開しましょう。 

感染症の流行による一時的な洗口事業の中断により、 むし歯が 

増加傾向になる可能性が高くなることから、一時的な中断を選択す 

る際には、国や地方自治体の緊急事態宣言等が撤回された時には、

速やかにフッ化物洗口を再開することが重要です。 

 

 



 41  
 

 

３－２－１ どのくらいむし歯が減っているのですか。 

答え     保育所・幼稚園等の年中組から開始し、中学校卒業まで続けると平均 

で４０～６０％の予防効果が得られます。 

          フッ化物洗口を実施している新潟県や滋賀県などでは、保育所・幼稚 

園からフッ化物洗口を実施した場合、中学校１年生における一人平均む

し歯数が約半数になるという報告があります。 

なお、本県においてもフッ化物洗口を小学校 6 年間実施群と非実施群 

を比較すると、実施群では永久歯むし歯有病者率及び一人平均むし歯数

ともに抑制できていました。 

 

【方法】  H28～R3 まで 小学校での集団のフッ化物洗口 

・継続実施校： 76 校    ・未実施校： 202 校 

【定期歯科健康診断結果データから抽出】 

・むし歯有病者数     ・むし歯総本数 

    ⇒  比較： 実施群と非実施群の１年時と６年時の永久歯むし歯有病者率と一人平均むし歯数 

【結果】 平成２８年度 １年生 
 

  実施群  非実施群 

歯科健康診査受診者（人）  ２，０６６人  ８，９１０人 

むし歯有病者数（人）     ９５人    ３００人 

むし歯総本数（本）    １７２本    ４７３本 

むし歯有病者率（％）   ４．６０％   ３．３７％ 

一人平均むし歯数（本）   ０．０８本   ０．０５本 

 令和３年度 ６年生 
 

  実施群  非実施群 

歯科健康診査受診者（人）  ２，０７２人  ８，８２８人 

むし歯有病者数（人）    ５０３人  ２，１８８人 

むし歯総本数（本）  １，１３７本  ５，２０４本 

むし歯有病者率（％）   ２４．３％   ２４．８％ 

一人平均むし歯数（本）   ０．５５本   ０．５９本 

３－２ 効果 
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３－２－２  フッ化物洗口による予防効果はどのように評価すればよい

ですか。 
 
答え          ① 評価の時期 

          フッ化物洗口の予防効果は実施後、数年を経過すると現れます。例え 

ば、小学校入学時から開始した場合、効果が明瞭に現れるのは通常、小

学校５～６年生以降になります。 

 

② 比較の年齢 

          むし歯は元に戻らないため、年齢（学年）とともに増加します。 

異なる年齢で比較すると、見かけ上むし歯になる時期が遅れただけと

見えることがあるため、むし歯の予防効果を比較するためには、同一年

齢児で比較します。フッ化物洗口を実施すると確実にこの同一年齢の

間で差がでてきます。 

    

③ 確認の方法 

          フッ化物洗口を実施している学校で、そのむし歯予防効果を知るため 

には、一人平均むし歯数（ＤＭＦＴ）や、むし歯を持っている子どもの

割合（むし歯有病率）を、フッ化物洗口を実施していない学校と比較す

る方法（未実施校との比較）が一般的です。この時も同一学年（年齢）

で比較することが大切です。 

また、フッ化物洗口を実施する前からのむし歯の増加量で比較するこ 

とで、より詳細に比較することができます。 
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≪例≫ 令和７年度 A 小学校６年生の永久歯の例 

 受診者数 むし歯有病者数 むし歯総本数 むし歯有病者率 一人平均むし歯数 

フッ化物洗口未実施校 ３０４人 １２２人 ２８５本 ４０．１３％ ０．９４本 

フッ化物洗口実施校 ２４３人 ５２人 ９２本 ２１．４０％ ０．３８本 

≪例≫ 令和２年度 B 小学校１年生の永久歯の例 

 受診者数 むし歯有病者数 むし歯総本数 むし歯有病者率 一人平均むし歯数 

フッ化物洗口未実施校 ３１１人 ３５人 ５７本 １１．２５％ ０．１８本 

フッ化物洗口実施校 ２４７人 ２５人 ３０本 １０．１２％ ０．１２本 

  

【単年度の比較】 

※むし歯有病者率の評価 

むし歯抑制率＝ 
４０．１３－２１．４０ 

×１００＝４６．７（％） 
４０．１３ 

※一人平均むし歯数の評価 

むし歯抑制率＝ 
０．９４－０．３８ 

×１００＝５９．６（％） 
０．９４ 

【フッ化物洗口実施前からのむし歯の増加量で比較】 

※むし歯有病者率の評価 

むし歯抑制率＝ 
（４０．１３－１１．２５）－（２１．４０－１０．１２） 

×１００＝６０．９（％） 
（４０．１３－１１．２５） 

※一人平均むし歯数の評価 

むし歯抑制率＝ 
（０．９４－０．１８）－（０．３８－０．１２） 

×１００＝６５．８（％） 
（０．９４－０．１８） 

 

なお、むし歯予防効果が認められない場合は、次の点を確認してみましょう。 
 

≪例≫ ＊フッ化物洗口が正しく行われているか。 

     実施していない子どもがいなかったか、洗口を休んだ回数が多くなかったか、洗口後３０分間は 

飲食しないことが徹底されているか、についてもチェックする必要があります。 

＊フッ化物洗口の希望者率 

希望者率が少ない施設では期待通りの予防効果は望みにくくなります。 

＊生徒数 

生徒数が少ないと個人の影響が大きくなります。例えば、むし歯を極端に多く持っている子ど 

も達がいると、その子ども達のむし歯数が全体のむし歯数に大きく影響し、効果が不明瞭になる

場合があります。 

＊健診する先生と健診精度 

健診する先生が変わった場合、健診の基準が異なることがあります。 

＊健診時期 

例えば春の健診、秋の健診等、時期が同じでないと比較できません。 

 

チェックすべき点は様々挙げられますので、詳しくは学校歯科医や関係機関に相談してく

ださい。 

むし歯抑制率 ＝ 
フッ化物洗口未実施校の数値－フッ化物洗口の実施校の数値 

×１００（％） 
フッ化物洗口未実施校の数値 

算 出 方 法 
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３－２－３ 大人でもフッ化物によるむし歯予防効果は期待できますか。 
 
答え      ある程度の効果は期待できますが、子どもに応用した場合より効果は

出にくいと考えられます。 
① フッ化物は生えて間もない「新しい歯」に対して最も高い効果を発揮 

します。 

           フッ化物は生えて間もない歯に高い効果を示しますが、すでに生え揃 

っている大人でもある程度の効果は期待できます。ただし、大人はすでに

多くの歯がむし歯になっていたり、成人期までむし歯にかからなかった歯

はすでに“成熟”し、十分にむし歯に対する抵抗性をもっていたりするた

め、子どもがフッ化物を応用した場合よりも効果は出にくいと考えられま

す。 

 

② 治療済みの歯のむし歯の再発予防、歯の根元のむし歯予防等にお勧め  

です。 

           大人になっても、治療済みの歯が再びむし歯になったり、歯ぐきが下 

がることで見えてきた歯の根元のむし歯予防にフッ化物の利用が勧めら

れます。また、歯科矯正装置や入れ歯の使用により口腔内が不潔になりや

すくむし歯になりやすい場合などにもお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－４  フッ化物洗口を実施すると、歯科治療費も節約することが

できますか。 
 

答え         １０歳～１４歳の一人あたりの歯科治療費は、フッ化物洗口を長期間

実施した市町村ほど低い傾向にあります。 
          フッ化物洗口を長期間（６年以上）実施した市町村では、未実施市町 

村と比べ、１０歳～１４歳の一人あたりの歯科治療費が約半分であり、

金額では約４，６００円少なかったことが明らかになっています。フッ

化物洗口に要する一人あたりの経費からみて、フッ化物洗口の費用対便

益が高いことが分かります。 
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４－１ フッ化物の安全性はどのように考えたらよいですか。 
 
答え     フッ化物の「質」と「量」の両面から検討する必要があります。 

① 「質」について 

        公害のフッ化物はアルミニウム精錬工場などから出される強酸のフッ化 

水素などがありますが、むし歯予防のフッ化物はフッ化ナトリウムなどが用

いられます。同じ元素でも、結びつくものによって、性質が変わります。 

 

② 「量」について 

        実際に使用する量が適量であるかが重要です。フッ素に関わらず、あらゆ 

る物質には健康を保つための適量があり、欠乏及び過剰摂取のいずれも健康

に害を及ぼします。 

 

 

 

 

 

 

４－２ フッ化物をとりすぎた場合、どのような害がありますか。 
 
答え   フッ化物も摂りすぎると急性中毒、慢性中毒を生じますが、フッ化物洗口等で

問題になることはありません。 

       ① 急性中毒 

        症状：吐き気、嘔吐、腹部不快感等 

        中毒量：体重１kg 当たりフッ化物として約５mg 

          表１６   【参考】急性中毒量（フッ化物洗口の例） 

体重（kg） 15kg 20kg 25kg 30kg 

フッ化物の中毒量（mg） 75mg 100mg 125mg 150mg 

250ppmF、7ml 

（毎日法） 
当該人数 約 42人分 約 57人分 約 71人分 約 85人分 

450ppmF、7ml 

（週２回法） 
当該人数 約 23人分 約 31人分 約 39人分 約 47人分 

900ppmF、10ml 

（週１回法） 
当該人数 約 8人分 約 11人分 約 13人分 約 16人分 

 ４ フッ化物の安全性 

≪例≫ ＊食塩 

過剰摂取すると高血圧等の生活習慣の原因になり、胃がんの発生を促進 

＊コレステロール 

      過剰摂取すると動脈硬化が進行するが、少なすぎると脳の働きが抑制される 
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② 慢性中毒 

        症状：歯のフッ素症（斑状歯）、骨フッ素症（骨硬化症） 

          ＊歯のフッ素症（斑状歯） 

           顎の骨の中で歯が作られている時期に長期間継続して過量のフッ 

化物を摂った場合（２ppmF 以上の水を０～１０歳頃まで飲み続け

た場合）に起こります。 

           ４歳頃は永久歯の歯冠部はほぼできているので、フッ化物洗口で歯  

のフッ素症が生じることはありません。 

 

          ＊骨フッ素症（骨硬化症） 

           歯のフッ素症よりさらに高濃度のフッ化物を摂取し続けた時（８ 

ppmF以上の飲料水を２０年間以上飲み続けた場合）に生じるので、

フッ化物洗口を実施していて問題となることはありません。 

 

 

４－３  病気によっては、フッ化物洗口を行ってはいけないものがあり 

ますか。 
 

答え   体の弱い子どもや障害がい児が特にフッ化物の影響を受けやすいというこ

とはありません。 

       フッ化物は自然界に広く存在する物質で、日常生活の中で飲食物と共に常に 

フッ化物を摂取しており、日頃、飲食物から摂取するフッ化物量は大人で約１

mg 程度です。 

       日常的にフッ化物を摂取しているので、フッ化物洗口を実施しても問題はな 

く、体の弱い子どもや障がい児が特にフッ化物の影響を受けやすいというこ

とはありません。また、フッ化物がアレルギーの原因になることもありません。 

 

 

４－４  むし歯予防のためのフッ化物利用について、専門機関はどのよ

うな意見を持っていますか。 
 

答え   国内外の専門機関や専門団体がその有効性と安全性を認め、積極的な利用

を推奨しています。 

       フッ化物の利用によるむし歯予防については、WHO や厚生労働省、日本歯 

科医学会、日本口腔衛生学会等、国内外の専門機関や専門団体がその有効性と

安全性を認め、積極的な利用を推奨しています。 
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４－５ 洗口後、洗口液を下水に流すと環境汚染の原因になりませんか。 
 
答え   水質汚濁防止法のフッ素及びその化合物の排水基準は下回っています。 

       ある物質が、環境汚染物質として問題にされるのは、それが何らかの理由で 

自然界に放出されたとき、それまでの自然界での比率が大きく変化する場合

や、今まで自然界になかったものが人工的に放出されたために生態系が何ら

かの影響を受ける場合です。 

       学校等から洗口後の廃液を下水に流す場合、フッ化物の濃度は給食や掃除の 

ときに使用される大量の水によって希釈され、最高でも０．２ppmF と報告

されています。水質汚濁防止法では、フッ素及びその化合物の排水基準は８

ppmF（海域に排出されるものは１５ppmF）を限度としており、０．２ppmF

はその基準を下回っています。 

 

 

４－６ ６歳未満の小児にはフッ化物洗口は禁忌ですか。 
 
答え   日本においては６歳未満児へのフッ化物洗口の実施に問題はありません。 

       水道水のフッ化物濃度適正化（フロリデーション）等全身応用が普及してい 

る国において、この年齢の小児がフッ化物洗口を行い、洗口によるフッ化物の

飲み込み等が起こった場合、フッ化物の過剰摂取になることがあります。 

       しかし、日本においては、全身応用は実施されていませんし、小児のフッ化 

物洗口によるフッ化物の飲み込み量を調査しても、歯のフッ素症に寄与する

ほどのフッ化物は飲み込んでおらず、４歳からフッ化物洗口を実施した小児

とそうでない小児との間に歯のフッ素症の発現に差がありませんでした。 

       なお、６歳未満の小児にフッ化物洗口を実施する場合は、事前に水で練習を 

し、うがいができることを確認してから実施すれば、６歳未満の小児にフッ化

物洗口を行うことに問題はありません。 
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＊ 参 考 ＊ 

 

様式例 

フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方 

福島県歯科口腔保健の推進に関する条例 
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＊ 様式の使用例 ＊ 

 

ステップ 様式例 使用方法等 

ステップ１ 

市町村内部での意思統一 

※例１～７の内容など、必要事項を確認しながら検討しましょう。 
ステップ２ 

関係者の理解・合意 

ステップ３ 

現場の理解 

ステップ４ 

保護者の理解 

例１ 希望調査書 

例２ 申込書 

 

 

 

例３ フッ化物洗口対象人数、

洗口実施人数確認表 

＊保護者への説明をした上で、例１

や例２等を用いてフッ化物洗口の

希望の有無を確認します。 

 

 

＊希望の有無が確認できたら、各ク

ラスの実施人数等をまとめ、確認で

きるようにしておくと便利です。 

ステップ５ 

予算化・議会 

  

ステップ６ 

実施 

例４ 学校歯科医（委託歯科医）

から学校長への指示書 

 

 

例５ フッ化物洗口剤出納簿 

 

 

 

 

例６ フッ化物洗口実施時チェ

ックリスト 

 

例７ フッ化物洗口実施手順 

＊保護者の希望を確認したら、学校

歯科医から指示書を発行してもら

います。 

 

＊薬剤の管理のため、薬剤の受取

時、使用時に出納簿をつけておくと

より安全な実施が期待できます。 

 

 

＊手順の確認のため、チェックリス

トや手順を記載したものを活用す

ると便利です。 
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令和 年 月 日  

保護者 様 

 

〇〇町長 〇〇〇〇  

 

〇〇保育所長 〇〇〇〇  

 

フッ化物洗口実施について（希望調査） 

本日、保護者説明会を開催しましたフッ化物洗口につきまして、次のとおり実施しますの

で、下記により希望調査書の提出をお願いします。 

 これは、子ども達の健康的な歯の育成のために、地元歯科医師会の御指導と県の支援によ

り、町の保健事業として実施するものです。 

 フッ化物洗口は、安全性や予防効果に優れたむし歯予防法です。是非とも多くの方の御参

加をお願いいたします。 

記 

１ 実施方法 フッ化物洗口剤を水に溶かしたうがい液で、週〇回、毎日１分間の「ぶくぶ

くうがい」をします。 

２ 開始予定 令和〇年〇月〇日 

３ 実施日時 毎週 〇 ～ 〇 曜日 クラス毎に実施 

４ 費 用 無料（全額公費負担） 

５ 申 込 み 実施にあたり、下記の希望調査書をご記入の上、〇月〇日（〇）までに、ク

ラスの担任に提出してください。 

      （希望しない方も提出してください。） 

                                        

 

フッ化物洗口希望調査書 

＊該当する番号に〇をつけてください。 

 

  フッ化物洗口事業に参加することを      １ 希望します。 

                        ２ 希望しません。 

  

令和 年 月 日 

〇〇保育所    組 

                 園児氏名 

                 保護者氏名 

 

きりとりせん 

＜例１＞ 希望調査書 
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フッ化物洗口申込書 

令和  年  月  日  

教育長（市町村長） 

学校長（保育所長） 様 

 

 

 

＊どちらかを〇でかこんでください。 

 

     １ フッ化物洗口を希望します。 

 

 

     ２ フッ化物洗口を希望しません。 

 

 

 

 

 

児童の所属                     小学校（保育所） 

（園児） 

児 童 氏 名                     年生（   組） 

（園児） 

保護者氏名                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例２＞ 申込書 
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フッ化物洗口対象人数、洗口実施人数確認表 

 

クラス名 対象人数 洗口実施人数 未実施人数 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

人 人 人 

 

 

 

※クラス数により適宜追加すること 

 

 

 

＜例３＞ フッ化物洗口対象人数、洗口実施人数確認表 
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指 示 書 

 

                       令和  年度フッ化物洗口事業分 

                         （令和  年  月  日） 

 

学校長 様 

（保育所長 様） 

 

     mlの水にフッ化物洗口剤（ミラノール/オラブリス）    ｇ    包を溶

かして、フッ化ナトリウム   ％水溶液を作成し、週   回、児童（園児）１人   ml

のフッ化物洗口液を用い 1分間洗口させること。 

フッ化物洗口後 30分間はうがいや飲食をさけること。 

 

 学校歯科医（委託歯科医） 

 

 

   住所 

   氏名                        印 

 

                               （5年間保存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例４＞ 学校歯科医（委託歯科医）から学校長（保育所長）への指示書 
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フッ化物洗口剤出納簿 

 

施設名（              ） 

令和  年度 

 

一回分（一週間分）の量：  ｇ×  包 

月日 受け入れ量 

受
渡
者
印 

受
取
者
印 

使用量 
薬剤 

№ 
残量 

洗口液

作成者

確認印 

備考 

4.1 繰越     1.5ｇ×12包   

4.8 1.5ｇ×120包 印 印   1.5ｇ×132包   

4.22    1.5ｇ×6包 1 1.5ｇ×126包 印  

5.6    1.5ｇ×6包 2 1.5ｇ×120包 印  

5.13    1.5ｇ×6包 3 1.5ｇ×114包 印  

5.20    1.5ｇ×6包 4 1.5ｇ×108包 印  

5.27    1.5ｇ×6包 5 1.5ｇ×102包 印  

         

         

         

         

         

 

 （5年間保存） 

  

 ＊薬剤受取時には、包数を確認した上で薬剤出納簿に記載・押印すること。 

 ＊薬剤使用時に、その都度残数を確認した上で薬剤出納簿に記載・押印すること。 

 

 

  

＜例５＞ フッ化物洗口剤出納簿（記入例） 
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フッ化物洗口実施時チェックリスト 

  令和  年  月  日 現在   

                     記入者氏名（           ）  

～薬剤・用具等の管理～ 

1 学校歯科医（委託歯科医）の指示書が該当年度のものか確認する。 指示書の内容 

 □ 

2 薬剤出納簿は、整理されているか。 

薬剤受取時に、包数を確認した上で薬剤出納簿に記載する。 

 □ 

 □ 

3 フッ化物洗口剤は、指示書に基づき、一回に使う包数ずつにまとめる。  □ 

4 鍵のかかる戸棚、金庫等で管理する。 鍵の管理者 

（      ） 

5 フッ化物洗口の対象人数・洗口実施人数等を記入する。 

（必要により申込書で確認する。） 

 □ 

※記入用紙は 

＜例３＞参照 

6 ポリタンク、ディスペンサー付ボトルに「フッ化物洗口液」等と明記する。  □ 

7 指示書に基づいた水の量を測定し、ポリタンクに油性ペン又は、ビニール

テープで印をつける。 

[フッ化物洗口の実施人数が少なく、1週間の水の量が 500～600mlの場合

は、ディスペンサー付ボトルに指示書に基づいた水の量を油性ペン又はビ

ニールテープで印をつけておく。] 

 □ 

 

～フッ化物洗口の準備～ 

1 フッ化物洗口に必要な用具を準備する日に〇をつける。 前日  当日 

2 手洗いをし、清潔な環境づくりをする。  □ 

3 コップを人数に合わせて用意する。  □ 

4 薬剤に記載された番号に注意し、薬品庫から取り出す。  □ 

5 薬剤出納簿に記載する。 

薬剤使用時に、その都度残数を確認した上で、薬剤出納簿に記載している

か。 

 □ 

 □ 

6 指示書に基づきポリタンクに定められた量の水を入れる。 

欠席者が多い場合でも、水と薬剤の量は指示書に基づき洗口液を作成する

こと。 

水     ml 

薬剤    個 

7 指示された量の薬剤 1回分（1週間分）を水に溶かす。  □ 

＜例６＞ フッ化物洗口実施時チェックリスト 
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8 ポリタンクを軽く２～３回振り、薬剤が溶けたことを確認する。  □ 

9 ポリタンクの洗口液をディスペンサー付ボトルに必要量を移す。  □ 

10 ディスペンサー付ボトルのつまみを 1回又は２回押し、コップに洗口液を

分注する（５～10ml）。なお、初回の分注分は量が一定にならないため廃

棄する。 

初回分注分を廃

棄したか 

 □ 

11 フッ化物洗口をする人数分のコップに洗口液を注入する。  □ 

 

 

～フッ化物洗口の実施～ 

1 フッ化物洗口に必要な用具がそろっているか確認する。  □ 

2 洗口は、担任の監督下で行う。  □ 

3 洗口の 1人分の量に○をつける。 5ml 7ml 10ml 

4 砂時計を見せながら担任の合図で 1 分間の洗口を始める。口腔内すべて

の歯にまんべんなく洗口液がいきわたるようにする。 

 □ 

5 1分間がすぎたら洗口を止め、洗口液をコップに吐き出させる。  □ 

6 職員が個々のコップに洗口液が吐き出してあることを確認してからポリ

バケツ等に捨てる。紙コップの場合は、口を拭いたティッシュを紙コップ

に入れ、水分を吸い取らせて捨てる。 

 □ 

7 コップを回収する。（紙コップの場合は、ゴミ袋に入れて回収する。）  □ 

8 洗口後３０分はうがいや飲食物をとらないように注意する。  □ 

9 フッ化物洗口液の残液は、週ごとに廃棄する。週２～３回法、週５回法の

場合は、保管が必要になる。洗口液を入れたポリタンク等は決められた保

管場所で管理し、なるべく直射日光が当たらないようにする。夏は、水が

いたみやすいので冷蔵庫等で保管するとよい。 

 □ 

10 フッ化物洗口に使用し、空になったポリタンク、ディスペンサー付ボトル

は水道水で十分洗浄し、水を切り、よく乾燥させておく。 

用具の洗浄 

 □ 

11 ポリコップは、薬液消毒し、よく乾燥させておく。 乾燥は十分か □ 

12 用具は、清潔な保管場所に保管する。 決められた場所に

保管したか □ 

13 ポリタンク、ディスペンサー付ボトルはフッ化物洗口用具としてのみ使用

する。 

用具をフッ化物洗

口以外に使用して

いないか  □ 
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○幼稚園（小学校等） フッ化物洗口実施手順  

 令和○○年度○○幼稚園（小学校等）のフッ化物洗口については、以下のことについて留意し、実

施すること。 

 

使用薬品：  （薬剤名）    

使用物品：ディスペンサーボトル、紙コップ、ティッシュペーパー、ゴミ袋 等 

 

実施手順 

１ 洗口液を作る  担当： （職・氏名等）  

  歯科医師の指示に基づき、所定の量の水道水をボトルに入れる。 

  （薬剤名）をボトルに入れ、数回振り、フッ化物濃度○○ppmF（○○％）の洗口液を作る。 

 

２ 洗口液を各クラスのボトルに分配する  担当： （職・氏名等）  

  １の洗口液を各クラスの人数に合わせ、ボトルに分配する。 

  児童生徒がこぼす等の不測の事態に合わせ、少し多めに入れる。 

 

３ 教室に洗口液や道具を運び、一人一人のコップに分ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例＞ミラノール 

 

           歯科医師の指示に従い、一人○mlずつ分ける。 

 

           １プッシュで５ml出るので、一人○プッシュずつ分ける。 

＜例＞オラブリス 

歯科医師の指示に

従い、一人○ml

ずつ分ける。 

１プッシュで５ml

出るので、一人○

プッシュずつ分け

る。 

 

＜例＞オラブリス 

歯科医師の指示に従い、 

一人○mlずつ分ける。 

ボトルを押し、右上の三角部

の目盛りを目安

に液を分ける。 

 5ml 

10ml 

＜例７＞ フッ化物洗口実施手順 
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４ 洗口の実施  担当（スタートの号令、時間計測）：（職・氏名等） 

担当（見守り）：（職・氏名等） 

  コップが全員にわたったら、一斉に洗口液を口に含み、全ての歯にいきわたるようにブクブク

うがいを１分間行う。 

  ＊少し下を向いて行うと安全 

  ＊原則、１分間の実施が基本だが、困難な場合には最低３０秒以上の実施が勧められる 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 洗口終了  担当： （職・氏名等）  

  洗口が終わったら、コップに吐き出す。 

  洗口後３０分間はうがいや飲食をしないようにする。 

  ＊紙コップの場合、吐き出した後にティッシュペーパーを入れて洗口液を吸わせ、紙コップご

とごみ袋に入れて廃棄する。 

  ＊ボトルに余った洗口液は洗い場に廃棄する。 

 

６ 注意事項 

 （１）飲み込んでしまったら 

   一人分の洗口液を飲み込んでも問題ない。 

   急性中毒量（体重による）以上を一気に飲み込んだ場合、急性症状（嘔吐、腹痛）が出る場 

合があるが、牛乳等（カルシウム）を飲ませ、病院に行くこと。 

 （２）フッ化物洗口を希望しない子どもの対応 

   フッ化物洗口は希望性なので、希望しない子どもには実施しないが、水でうがいするなどの

配慮が必要と思われる。 

 （３）長期休み（夏休み等）はどうするか 

   長期休みの場合はフッ化物洗口を実施する必要はない。 

   ただし、生活リズムが崩れやすいので、甘味制限やフッ化物配合歯磨剤での歯みがきの励行

を行うこと。 

 

 

 

 

 

ブクブク ガラガラ 
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フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方（厚生労働省、令和４年） 
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福島県歯科口腔保健の推進に関する条例 

 

平成２４年８月１日福島県条例第５２号  

改正 令和５年１０月１０日福島県条例第５２号  

 

（目的）  

第一条 この条例は、歯及び口腔
くう

の健康が全身の健康に影響を及ぼし、健康で質の高い生活を営 

む上で基礎的かつ重要な役割を果たすことに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成二 

十三年法律第九十五号。以下「法」という。）に基づき、歯科口腔保健（法第一条に規定する歯 

科口腔保健をいう。以下同じ。）の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにす 

るとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科 

口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の 

保持増進、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小に寄与することを目的とする。 

  

（基本理念）  

第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければなら

ない。  

一 県民が、生涯にわたって日常生活においてむし歯、歯周病、歯の欠損、顎関節症、不正咬
こう

合

その他の歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療

を受けることを促進すること。  

二 乳児期（満一歳に満たない期間をいう。）から高齢期（六十五歳以上の期間をいう。）までの

それぞれの時期における歯及び口腔並びに口腔機能（かむ、そしゃくするその他の口腔に関

する機能をいう。第六条第五号において同じ。）の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切

かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。  

三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する施策との有機的な連携を図りつつ、

その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 

（県の責務）  

第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関す

る 施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

２ 県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士

その他の歯科医療又は保健指導に係る業務（以下「歯科医療等業務」という。）に従事する者（以

下「歯科医療等業務従事者」という。）並びに保健、医療（歯科医療を除く。）、社会福祉、労働

衛生、教育その他の関連する分野の業務に従事する者及びこれらの業務を行う団体（以下 「保

健等業務従事者等」という。）との連携及び協力に努めるものとする。 

３ 県は、市町村、事業者（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三号に規

福島県歯科口腔保健の推進に関する条例（令和５年） 
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定する事業者をいう。次条第三項において同じ。）及び医療保険者（介護保健法（平成九年法律    

第百二十三号）第七条第七項に規定する医療保険者をいう。次条第四項において同じ。）が行う 

歯科口腔保健に関する取組を効果的に推進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を 

行うものとする。  

 

 （歯科医療等業務従事者等の役割） 

第四条 歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健（歯の機能の回復によるものを含む。）に資する 

よう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適

切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努

めるものとする。  

２ 保健等業務従事者等は、それぞれの業務において歯科口腔保健の推進に努めるとともに、そ 

の推進に当たっては、歯科口腔保健の推進に関する活動を行う国、市町村及び歯科医療等業務 

従事者と連携及び協力をし、並びに県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよ 

う努めるものとする。  

３ 事業者は、使用する労働者に対する歯科に係る検診及び保健指導の機会の確保その他の歯科 

口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。  

４ 医療保険者は、県内の被保険者及びその被扶養者の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保 

その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。 

 

 （県民の役割）  

第五条 県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自 

ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受けること及び必 

要に応じて歯科保健指導を受けること（以下「定期的歯科検診受診等」という。）により、歯科

口腔保健に努めるものとする。 

 

 （基本的施策の実施）  

第六条 県は、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健を推進するための基本的施策として、次 

に掲げる事項の実施を推進するものとする。  

一 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発その他の歯 

科口腔保健に関する県民の意識を高めるための活動を促進するために必要な施策  

二 定期的歯科検診受診等を勧奨するために必要な施策  

三 フッ化物応用その他の科学的根拠に基づくむし歯予防対策の推進のために必要な施策 

四 歯周炎、歯肉炎その他の歯周疾患の予防対策及び進行抑制を行うために必要な施策  

五 歯科口腔保健における食育の推進、オーラルフレイル対策（心身の機能の低下につながる口

腔機能の低下を予防し、回復させるとともに、口腔内の状態への関心を高めるための取組をい

う。）その他の歯及び口腔の健康づくりのために必要な施策  

六 障がいのある者及び介護を必要とする者が定期的歯科検診受診等又は歯科医療を受けるこ 
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とができるようにするために必要な施策  

七 平常時における災害及び感染症に備えた歯科保健医療体制の整備並びに災害発生時等にお 

ける迅速な歯科保健医療体制の確保に必要な施策  

八 歯科医療等業務従事者の確保及び資質の向上を図るために必要な施策  

九 歯科口腔保健に関する実態の定期的な調査その他の歯科口腔保健に関する調査及び研究の 

推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策  

十 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進するために必要な施 

策 

 

 （歯科保健基本計画の策定）  

第七条 知事は、前条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第十三条第一項 

の規定に基づき、歯科口腔保健の推進に関する基本計画（以下「歯科保健基本計画」という。） 

を定めるものとする。  

２ 知事は、歯科保健基本計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ 

歯科保健に関する学識経験者及び保健等業務従事者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村 

の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。  

３ 知事は、歯科保健基本計画を定めたとき又は変更したときは、遅滞なくこれを県民に公表し 

なければならない。  

４ 知事は、歯科口腔保健に関する施策の進捗及び社会状況の変化を踏まえ、歯科保健基本計画 

をおおむね五年ごとに見直すものとする。 

 

（財政上の措置）  

第八条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の 

措置を講ずるよう努めるものとする。  

附 則  

この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する 
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